
                                                        一般財団法人札幌市交通事業振興公社一般財団法人札幌市交通事業振興公社一般財団法人札幌市交通事業振興公社一般財団法人札幌市交通事業振興公社告示第告示第告示第告示第 14141414 号号号号      令和２年３月２日付け一般財団法人札幌市交通事業振興公社告示第２号について、下記のとおり訂正告示する。     令和２年３月４日  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 理事長  藤 井  透    記 
 １ 訂正する内容   一般財団法人札幌市交通事業振興公社告示第２号「路面電車軌道施設維持・除雪業務」について、入札の日時等を下記の通り変更する。  ２ 訂正個所  ⑴ 業務委託仕様書の一部を別紙のとおり改める。  ⑵ 告示書及び入札説明書を下記のとおり改める。  項目 変更前 変更後 1 告示文４⑵及び入札説明書５⑵の入札の日時及び場所 令和２年３月 11日（水） 令和２年３月 16日（月）17時 00 分まで（持参又は送付により必着のこと） 2 告示文４⑶の開札 入札終了後直ちに上記⑵の場所にて行う。 令和２年３月 17日（火）11時 00 分から。 

3 告示文４⑷及び入札説明書５⑶の入札書の提出方法 上記⑵の指定日時及び場所において、紙入札方式により直接入札箱へ投函すること。（送付及び電送による提出は認めない。） 持参又は送付による。 4 入札説明書５⑷イ提出先及び提出期限 令和２年３月５日（木）まで 令和２年３月９日（月）まで 5 入札説明書５⑷ウ質問に対する回答 令和２年３月 10日（火）まで 令和２年３月 13日（金）まで 6 入札説明書５⑻開札ア 入札終了後直ちに上記⑵の場所にて行う。 令和２年３月 17日（火）11時 00 分から上記⑵の場所にて行う。 7 入札説明書５⑻開札イ 開札は、入札又はその代理人を立ち会わせて行う。 入札者又は、その代理人を立ち会わせての開札は行わず、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 8 入札説明書５⑻開札ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 削除 



9 入札説明書５⑻開札エ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 削除 
10 入札説明書５⑻開札オ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 削除  ３ 変更理由  ⑴ 公表中の業務委託仕様書の一部に修正があったため。  ⑵ 新型コロナウイルスの感染拡大の防止を図るため。  ４ 契約担当   〒060-8614 札幌市中央区大通西５丁目 地下鉄大通駅西側コンコース内   一般財団法人札幌市交通事業振興公社 総務部総務課総務係  電話 011-251-0821  



参考（訂正後の告示内容）参考（訂正後の告示内容）参考（訂正後の告示内容）参考（訂正後の告示内容）      １ 契約担当 〒060-8614 札幌市中央区大通西５丁目 地下鉄大通駅西側コンコース内 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 総務課総務係 電話 011-251-0821 FAX 011-251-0829 ２ 入札に付する事項 ⑴ 業務の名称 路面電車軌道施設維持・除雪業務 ⑵ 調達案件の仕様等  入札説明書による ⑶ 履行期間  令和 2年 4月１日から令和 3年 3月 31 日まで ⑷ 入札方式  紙入札による事後審査入札方式紙入札による事後審査入札方式紙入札による事後審査入札方式紙入札による事後審査入札方式 ⑸ 入札方法  総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 ３ 入札参加資格  ⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 ⑵ 平成 30～32 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、業種が中分類「その他サービス業」、小分類「他に分類されないサービス業」に登録されている者であること。 ⑶ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 ⑷ 札幌市交通局競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 ⑸ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。 ⑹ 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係がある者が、同一入札に参加していないこと。 ア 資本関係 (ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合 (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 (ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 



⑺ 軌道（レール、枕木、分岐器及び道床等）に係る保守業務の実績があること。（業務履行実績のわかるもの（契約書（写）等）を提出すること。） ４ 入札書の提出方法等 ⑴ 入札説明書を交付する場所及び問い合わせ先   上記１に同じ。   また、入札説明書は一般財団法人札幌市交通事業振興公社ホームページの入札情報のページにおいてもダウンロードすることができる。 ⑵ 入札の日時及び場所 令和２年３月１６日(月) 17時 00 分まで（持参又は送付により必着のこと）   札幌市中央区大通西 5丁目 地下鉄大通駅西側コンコ－ス内  総務部会議室  ⑶ 開札   令和２年３月１７日（火）11時 00 分から ⑷ 入札書の提出方法    持参又は送付による。 ５ 入札手続等 ⑴ 入札保証金  免除 ⑵ 契約保証金  要 契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の請求書到着の日の翌日から起算して５日後(５日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌営業日)までに、納付、又は提供しなければならない。 なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すこととする。 ただし、一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程第 23 条各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除することがある。 ⑶ 入札の無効 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関わる条件に違反した者のした入札その他一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程第 11条各号の一に該当する入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否  要 ⑸ 落札者の決定方法等 ア 落札者の決定 一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程第７条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者として、落札を保留のうえ下記イの審査を行い、入札参加資格を有する者と確認できた場合に、落札候補者を落札者とする。    イ 入札参加資格の審査     落札の決定を保留した後、落札候補者が、入札参加資格を有する者であるかを審査（事



後審査方式）する。     落札候補者は、入札執行者の指示があった日（原則として開札日）の翌日から起算して３日以内（土曜日、日曜日及び休日を除く。）に、入札説明書に示す書類（上記３に掲げる入札参加資格を有することを証する書類）を提出しなければならない。     なお、指定期限までに提出がない場合は、当該落札候補者による入札を、入札参加資格のない者のした入札とみなし無効とする。   ウ 入札参加資格を有しなかった者の取扱い     上記イの審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者のした入札を無効とする。この場合には、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を、新たな落札候補者として、上記イの審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 ⑹ その他  詳細は入札説明書による。 



入入入入        札札札札        説説説説        明明明明        書書書書((((訂正後の内容訂正後の内容訂正後の内容訂正後の内容))))    
  令和２年一般財団法人札幌市交通事業振興公社告示第2号に基づく入札等については、一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 
 １ 告示日  令和 2年 3月 2日 ２ 契約担当   〒060-8614 札幌市中央区大通西５丁目 地下鉄大通駅西側コンコース内   一般財団法人札幌市交通事業振興公社総務課総務係   電話 011-251-0821 FAX 011-251-0829 ３ 入札に付する事項 ⑴  業務の名称 路面電車軌道施設維持・除雪業務 ⑵  調達案件の仕様等  仕様書による ⑶  履行期間  令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日まで ⑷  入札方式  紙入札による事後審査入札方式紙入札による事後審査入札方式紙入札による事後審査入札方式紙入札による事後審査入札方式 ⑸  入札方法 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 ４ 入札参加資格 ⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 イ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事由があったと認められたときから３年を経過していない者（その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。） (ｱ) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (ｲ) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者    (ｳ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者    (ｴ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 (ｵ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (ｶ) 前各号の一に該当する事実があった後３年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用した者 ⑵ 平成 30～32 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、業種が中分類



「その他サービス業」、小分類「他に分類されないサービス業」に登録されている者であること。 ⑶ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全なものでないこと。 ⑷ 札幌市交通局競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 ⑸ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。 ⑹ 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係がある者が同一入札に参加していないこと。 ア 資本関係 (ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合 (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 (ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第 64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ⑺ 軌道（レール、枕木、分岐器及び道床等）に係る保守業務の実績があること。（業務履行実績のわかるもの（契約書（写）等）を提出すること。） ５ 入札書の提出方法等 ⑴ 契約条項を示す場所及び問い合わせ場所    上記２に同じ。  ⑵ 入札の日時及び場所 令和２年３月１６日(月) 17時 00 分まで（持参又は送付により必着のこと）   札幌市中央区大通西 5丁目 地下鉄大通駅西側コンコ－ス内 総務部会議室 ⑶ 入札書の提出方法    持参又は送付による。 ⑷ 本件の仕様等に対する質問   ア 提出方法     書面による持参又はファクシミリにより提出すること。   イ 提出先及び提出期限 上記２の契約担当へ、上記１の告示の日から令和２年３月９日（月） 15時までの間で提出すること。 （土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに 12 月 29 日から１月３日までの日を除く。以下「休日」という。） ウ 質問に対する回答 令和２年３月 13 日（金）まで、上記２にて閲覧に供するとともに、当公社ホームペー



ジに掲載する。 ⑸ 入札の無効 ア 本説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程第 11条各号の一に該当する入札は無効とする。 イ 入札参加資格要件の審査書類の提出の指示があったにもかかわらず、指定された期日までに当該書類の提出がなされなかったときは、当該入札書は無効とする。 ⑹ 入札の延期等    次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。   ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき。 ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき ⑺ 代理人による入札 ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加資格者の氏名、名称又は商号、住所並びに代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印（外国人の署名を含む。）をしておくとともに、委任状を入札書とともに提出すること。 イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ⑻ 開札     ア  令和２年３月 17日（火）11時 00 分から上記(2)の場所にて行う。 イ 入札者又は、その代理人を立ち会わせての開札は行わず、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ウ 削除 エ 削除 オ 削除 カ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として２回を限度とする。 ６ その他  ⑴ 入札保証金  免除 ⑵ 契約保証金  要 契約を締結しようとする者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又 はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の請求書到着の日の翌日から起算して５日後(５日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌営業日)までに、納付、又は提供しなければならない。 なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すこととする。 



ただし、一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程第 23 条各号の一に該当するときは、契約保証金を免除することがある。 ⑶ 入札者に要求される事項 ア この一般競争入札に参加を希望するものは、上記４に掲げる競争入札参加資格を有することを証明する書類を入札関係職員の求めに応じ提出しなければならない。 また、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 イ 入札参加者は、本入札説明書、仕様書等について、疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。 ⑷ 落札者の決定方法等 ア 落札者の決定 一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程第７条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者として、落札を保留のうえ下記ウの審査を行い、入札参加資格を有する者と確認できた場合に、落札候補者を落札者とする。   イ 同額抽選 落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札候補者の審査の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。    ウ 入札参加資格の審査     落札の決定を保留した後、落札候補者が、入札参加資格を有する者であるかを審査（事後審査方式）する。     落札候補者は、入札執行者の指示があった日（原則として開札日）の翌日から起算して３日以内（土曜日、日曜日及び休日を除く。）に、入札説明書に示す書類（上記４に掲げる入札参加資格を有することを証する書類）を提出しなければならない。     なお、指定期限までに提出がない場合は、当該落札候補者による入札を、入札参加資格のない者のした入札とみなし無効とする。   エ 入札参加資格を有しなかった者の取扱い     上記ウの審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者のした入札を無効とする。この場合には、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を、新たな落札候補者として、上記ウの審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。  ⑸ 落札の取消し 落札者が次の各号の一に該当するときは、当該落札を取り消すものとする。   ア 契約の締結を辞退したとき、又は理事長の指定した期日内に契約を締結しないとき。 イ 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金の納付がなかったとき。 ウ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。 



  エ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。 ⑹ 契約書の作成 ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に理事長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において理事長が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 理事長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 ⑺ 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明  入札参加資格が認められなかった者は、当公社に対して入札参加資格が認められなかった理由について、入札が行われた日の翌日から起算して 10 日以内（土曜日、日曜日及び休日は除く。）に、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。  ア 提出場所  上記２に同じ。  イ そ の 他  提出は持参することにより提出するものとし、送付又は電送によるものは受け付けない。  
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業 務 委 託 仕 様 書          
名 称   路面電車軌道施設維持・除雪業務                  特定の場合              その業者名                                           

 



業 務 名

円也

円也

内訳

円也

１ ． 業務の目的

　本業務は、軌道施設の保守及び清掃、冬季における除雪作業を行うことにより、電車利用者への快

 　適な施設の提供、電車の安全走行の確保及び、施設の適正な維持管理を図ることを目的とする。

２ ． 業務の概要

３ ． 業務の場所

山鼻線　（すすきの～中央図書館前）

一条線　（西４丁目～西１５丁目）

山鼻西線　（西１５丁目～中央図書館前）

都心線　（西４丁目～すすきの）

電車事業所構内　（南２１条西１６丁目）

４ ． 業務の履行期間

　令和２年4月1日より、令和3年3月31日までとする。

５ ． 業務仕様書

　札幌市除雪業務委託仕様書

　札幌市土木工事共通仕様書

　線路整備心得

　線路施設整備マニュアル

　線路施設検査マニュアル

　軌道敷内作業等事故防止マニュアル

　その他別添の業務仕様書による。

６ ． 特記仕様書

　緊急対応の実施については、委託者係員の指示によることとし、業務期間中は作業に見合う台数、

オペレーター等を常に確保し、委託者の指示に迅速な対応ができるように作業体制をとること。

　構内除雪工は、降雪により朝方までに除雪作業が必要とされたときに実施すること。

なお、除雪作業については、近隣住民への騒音を配慮し原則として早朝に実施することとする。

　排雪工の実施時期等については、委託者係員と協議のうえ決定するものとする。

  本業務では、共通仮設費及び現場管理費の補正を行っており、それぞれ下式のとおり算出して

いる。

　　・共通仮設費　　：　　対象額 × 共通仮設費率 × 51％

　　・現場管理費　　：　　対象額 × 現場管理費率 × 67％

　　・一般管理費　　：　　対象額 × 一般管理費率 ×100％

　その他 別添仕様書による(5)

（６）

(1)

(4)

（７）

(2)

(3)

（５）

（２）

（３）

（４）

(1)

(2) 軌道施設除雪作業 一式

路 面 電 車 軌 道 施 設 維 持 ・ 除 雪 業 務

一　金
業 務 委 託 料

委 託 費

消 費 税 等 相 当 額

業　　務　　説　　明

(1) 軌道巡回 一式

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）



 1．業務の目的　　本業務は、軌道施設の保守及び清掃、冬季における除雪作業を行うことにより、電車利　用者への快適な施設の提供、電車の安全走行の確保及び、施設の適正な維持管理を図る　ことを目的とする。 2．業務の内容Ⅰ　夏季軌道巡回Ⅰ　夏季軌道巡回Ⅰ　夏季軌道巡回Ⅰ　夏季軌道巡回(1)　停留場清掃(ｱ)　業務内容①　停留場の上面及び周囲の煙草の吸殻やゴミ等を清掃する。②　吸殻及びゴミは、電車事業所まで運搬し分別処理する。(ｲ)　清掃順序　西４丁目、すすきの、狸小路停留場は、 始発電車到着前までに清掃を完了し、順次その他の停留場の清掃を行う。(2)　軌道全般点検(ｱ)　業務内容　線路状態、軌道上の障害物、舗装・停留場の破損など軌道全般について、異常の有無を目視により点検を行う。点検は内回り、外回り方向各々の軌道で実施する。軽微でかつ現地で対応可能な異常については修復を行う。(3)　ガードレール塗油(ｱ)　業務内容①　本線曲線部の内方ガードレール及び側線曲線部の内･外方ガードレールに潤滑　油を塗油する。②　本線レールとガードレール間に異物がないか確認する。(4)　分岐器塗油(ｱ)　業務内容①　転てつ器のトングレール底部に潤滑油を塗油する。②　トングレール先端が基本線レールに密着し、ヒールジョイント部が自由に作　動するか確認する。なお、電気転てつ器については、トングレールの密着確認　は省略する。(ｲ)　塗油順序　始発電車通過前までに西４丁目、すすきの、西線１６条、平松病院前及び中央図書館前の分岐器の塗油を完了し、 順次その他の分岐器の塗油を行う。

業　　　務　　　仕　　　様　　　書
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(5)　分岐器総点検(ｱ)　業務内容　電気転轍機を除く全ての分岐器について、ボルト緩み確認、スプリング圧の調整及び異常の有無等を点検する。軽微でかつ現地で対応可能な異常は修復を行う。(6)　軌道施設重点点検(ｱ)　業務内容①　本線レール締結緩みの有無、また、危険な舗装破損カ所の有無を点検する。　　点検は内回り、外回り方向各々の軌道で実施する。②　停留場施設の破損の有無を点検する。③　排水施設鉄蓋のがたつきの有無を点検する。④　軽微でかつ現地で対応可能な異常は修復する。Ⅱ　冬季軌道巡回Ⅱ　冬季軌道巡回Ⅱ　冬季軌道巡回Ⅱ　冬季軌道巡回(1)　停留場清掃 夏季軌道巡回と同様の作業(2)　軌道全般点検 〃(3)　分岐器総点検 〃(4)　軌道施設重点点検 〃（5）分岐器除雪工ア．業務内容(a)　可動転てつ器のヒールジョイント部が自由に作動し、トングレール先端が基本レールに密着するよう1日3回転てつ器内の雪を取除き、周辺に融雪剤を散布する。なお、降雪状況によってはさらに1回追加する。作業は人力で行う。(b)　トングレール内が氷結している場合は、床板に少量の凍結防止剤を散布する。(c)　融雪剤は防錆剤入りのものとし、種類については委託者担当係員と協議のうえ、承諾を得たものを使用すること。(d)　融雪剤の散布量は以下を標準とする。　　分岐器1カ所当り散布面積＝4.6ｍ（L）×1.5ｍ（W）＝6.9㎡/カ所　　ポイントヒーター取付分岐器１カ所当り散布量　　　散布量（3回/日）＝6.9㎡/カ所×0.08kg/㎡×0.5×3回＝0.828kg/カ所　　　散布量（4回/日）＝6.9㎡/カ所×0.08kg/㎡×0.5×4回＝1.104kg/カ所　　ポイントヒーターなし分岐器1カ所当り散布量　　　散布量（3回/日）＝6.9㎡/カ所×0.08kg/㎡×3回＝1.656kg/カ所　　　散布量（4回/日）＝6.9㎡/カ所×0.08kg/㎡×4回＝2.208kg/カ所(e)　雪詰まりや凍結による分岐器調整作業が発生する場合もあるので、分岐器構造に精通した作業員を配置することが望ましい。
2



イ．作業順序　始発電車通過前まで「西4丁目」、「中央図書館前」、「平松病院前」、及び「すすきの」の各分岐器の除雪作業を完了し、その他の分岐器についても午前7時までに完了させること。　除雪作業は、1回目は4：00、2回目は9：00、3回目は13：00より開始すること。4回目を実施する際は、委託者担当係員より別途時間を指定する。　分岐器除雪の実施時は軌道に係る施設（停留場等）の積雪状況も合わせて点検し、必要に応じて除雪等の指示を行うこと。Ⅲ　軌道施設除排雪作業Ⅲ　軌道施設除排雪作業Ⅲ　軌道施設除排雪作業Ⅲ　軌道施設除排雪作業（1）停留場周囲除雪工ア．業務内容(a)　降雪状況に応じて、全停留場の上面及び上屋、停留場と軌条間及び停留場と横断歩道間、中間停留場の通行箇所等の乗客の乗降に関わる箇所の除雪を行う。(b)　停留場と横断歩道間がアイスバーン状態の場合は凍結防止剤を散布する。凍結防止剤は委託者より支給するものとする。(c)　電車の安全運行確保のため原則として各停留場始発電車通過前までに除雪作業を完了させること。降雪状況により他の作業と複合して作業を行う場合でも、乗客の安全に関わることなので、人員及び重機を増加して対応にあたること。日中は降雪状況により適時除雪作業を行うこと。(d)　一般道路の除雪と一部調整が必要となることから、道路管理者の除雪業務受託業者と作業箇所及び内容等についてよく打ち合わせを行った上で作業を実施すること。(e)　交通誘導員を1名以上配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日原則として積雪が10cm以上の時に実施する。また、分岐器除雪作業時に除雪が必要と判断した場合も実施する。その他委託者担当係員が指示した際も除雪を実施する。（2）停留場周囲排雪工ア．業務内容(a)　停留場と歩道間が堆雪により狭小な停留場、曲線部及び折り返し運転に使用する渡り線について、車道部の堆雪を市の雪堆積場または電車事業所南側の雪堆積場へ運搬排雪する。(b)　停留場付近での排雪作業となることから、周囲への安全を考慮し、作業は終電後～始発までの間に実施すること。また、作業中は騒音対策を行い作業にあたること。(c)　運搬箇所については委託者担当係員と協議の上決めること。(d)　一般道路の除雪と一部調整が必要となることから、道路管理者の除雪業務受託業者と作業箇所及び内容についてよく打ち合わせを行った上で作業を実施すること。(e)　交通誘導員を2名配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日委託者担当係員が指示する日とする。

　また、巡回ルートについては別途当局の指示に従うこと。
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（3）停留場上屋雪下ろし排雪ア．業務内容(a)　西4丁目、狸小路、すすきの、資生館小学校前、山鼻19条、東屯田通、石山通、中央図書館前、ロープウェイ入口、電車事業所前および西15丁目停留場について、上屋の雪下ろしを行い、札幌市の雪堆積場または電車事業所南側の雪堆積場へ運搬排雪する。(b)　停留場付近での排雪作業となることから、周囲への安全を考慮し、作業は終電後～始発までの間に実施すること。また、作業中は騒音対策を行い作業にあたること。(c)　運搬箇所については委託者担当係員と協議の上決めること。(d)　一般道路の除雪と一部調整が必要となることから、道路管理者の除雪業務受託業者と作業箇所及び内容についてよく打ち合わせを行った上で作業を実施すること。(e)　交通誘導員を2名配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日委託者担当係員が指示する日とする。（4）軌道敷除雪工ア．業務内容(a)　交差点において、積雪によりレールより周囲が高くなり電車の走行に支障が生じた場合または、降雪により運行障害が発生した場合に除雪を行う。(b)　電車運行中に作業を実施する場合もあるので、委託者担当係員の指示に従い、電車の運行に支障をきたさないように作業を行うこと。(c)　交通誘導員を2名（夜間は3名）以上配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日委託者担当係員が指示する日とする。ア．業務内容(a)する。作業箇所は都心線の軌道敷全体を対象とする。(b)(c)　運搬箇所については委託者担当係員と協議の上決めること。(d)　交通誘導員を2名以上配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日委託者担当係員が指示する日とする。

(5)都心線緊急除排雪工　都心線において、積雪により電車の運行に支障が出た場合や支障が出る可能性がある場合に除雪を行い、電車事業所南側の雪堆積場または市の雪堆積場に運搬排雪　日中は交通量が多く、除雪機等を搬入することで交通渋滞になる恐れがあるため、作業は夜間に実施すること。
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（6）入庫線ピット除雪工ア．業務内容(a)　入庫線ピットの雪を、入庫検査に支障のない場所へ人力により除雪運搬する。(b)　入庫検査等の作業との調整が必要になるので、作業実施については委託者の係員とよく調整を行った上で作業を行うこと。イ．作業実施日委託者担当係員が指示する日とする。（7）入庫線ピット排雪工ア．業務内容(a)　入庫線ピットの除雪した雪を、電車事業所南側の雪堆積場へタイヤショベル（普通作業員による補助有）にて運搬排雪する。(b)　交通誘導員を1名配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日　委託者担当係員が指示する日とする。（8）構内除雪工ア．業務内容(a)　タイヤショベルと人力により構内の除雪を行う。人力除雪は、ポイント転換器付近を行う。(b)　積雪により電車の出庫点検に支障となる箇所及び乗務員のための通路部分等を、タイヤショベルによる除雪を行う前に人力により除雪を行う。また、日中の降雪時に線路際等を人力により除雪し、電車の走行に支障がないようにする。(c)　電車事業所付近は住宅が密集した地域であることから地域環境に考慮し、除雪の開始時間は原則として午前3時から開始するものとし、始発電車の出庫点検前までに除雪作業を完了させること。降雪状況により他の作業と複合して作業を行う場合でも、電車の運行に関わることであるから人員及び重機を増加して対応にあたること。(d)　機械誘導員(普通作業員）を1名以上配置し、周囲の安全確保に努めること。(e)　騒音対策を実施して作業にあたること。イ．作業実施日　原則として積雪が10cm以上の時に実施する。また、分岐器除雪作業時に除雪が必要と判断した場合も実施する。その他委託者担当係員が指示した際も除雪を実施する。（9）構内排雪工　　ア．　業務内容ア．業務内容(a)　電車事業所構内の除雪した雪を、タイヤショベルでトラックに積込み、電車事業所南側の雪堆積場に運搬排雪する。(b)　機械誘導員(普通作業員）を1名以上配置し、周囲の安全確保に努めること。　　イ．　作業実施日イ．作業実施日　委託者担当係員が指示する日とする。
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（10）雪堆積場排雪工ア．業務内容(a)　電車事業所南側の雪堆積場が満杯となった場合、市の雪堆積場へ運搬排雪する。作業はタイヤショベルで積込みを行い、10tダンプトラックにて運搬を行う。(b)　交通誘導員を1名以上配置し周囲の安全確保に努めること。　　イ．　作業実施日　委託者担当係員が指示する日とする。（11）工場屋根雪下ろし排雪ア．業務内容(a)　電車整備工場等の屋根に積もった雪を下ろし、市の雪堆積場へ運搬する。(b)　交通誘導員を3名配置し周囲の安全確保に努めること。　　イ．　作業実施日　委託者担当係員が指示する日とする。（12）附帯施設除雪ア．業務内容　凍結による転倒防止やツララ処理等を行う。イ．作業実施日　委託者担当係員が指示する日とする。（13）各停留場砂袋設置・撤去工ア．業務内容(a)　各停留場の行燈（時刻表）根元付近で乗客の支障にならない場所に設置のうえ、シーズン終了後撤去する。なお、シーズン中2回の補充を見込んでいる。(b)　設置数　　　　　　　　西4丁目・すすきの・狸小路停留場　　　　各10袋　　　　　　　　　　　　上記以外の停留場　　　　　　　 各5袋(c)　交通誘導員を1名配置し、周囲の安全確保に努めること。イ．作業実施日　委託者担当係員が指示する日とする。
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　３．業務の実施日　夏季・冬季軌道巡回の実施日については下表のとおりとする。ただし、積雪状況等により業務日を変更する場合は、委託者担当係員と別途協議するものとする。また、冬季における分岐器除雪工については積雪状況により、別途追加で指示する事もあるので留意すること。（冬季軌道巡回（3））

　４．積算上の留意事項①　夏期軌道巡回（１）（２）　令和元年度 国土交通省土木工事標準積算基準書第Ⅰ編総則第２章工事費の積算を基に算定を行う。【算定式】　設計労務単価＝Ｐ×1.125（割増率）※ Ｐ　＝　公共工事設計労務単価（昼間）※ 割増率については下記の通り設定する。＝ (昼間作業時間×1.0＋深夜作業時間×1.5)÷作業時間＝ (6時間×1.0＋2時間×1.5)÷8＝作業時間については下記のとおりとする。＝ ＝ 9 ｈ＝ 1 ｈ＝ ＝ 2 ｈ＝ ＝ 8 ｈ夜間割増時間 (4:00～6:00)１日の作業時間 ９時間　－　１時間

作業時間が4:00～13:00の作業
割増率 1.125拘束時間 (4:00～13：00)休憩時間 (8:00～9:00)

・ガードレール塗油・分岐器塗油 ・分岐器塗油金曜日 夏季軌道巡回（2） 冬季軌道巡回（2） 夏季軌道巡回（2）・停留場清掃 ・停留場清掃 ・停留場清掃・分岐器総点検 ・分岐器除雪工 ・分岐器総点検・軌道施設重点点検 ・軌道施設重点点検・ガードレール塗油 ・分岐器総点検 ・ガードレール塗油・分岐器塗油 ・軌道施設重点点検 ・分岐器塗油
4/1～11/30 12/1～3/24 3/25～3/31金曜日以外 夏季軌道巡回（1） 冬季軌道巡回（1） 夏季軌道巡回（1）・停留場清掃 ・停留場清掃 ・停留場清掃・軌道全般点検 ・軌道全般点検 ・軌道全般点検・ガードレール塗油 ・分岐器除雪工
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②　冬期軌道巡回（１）（２）　令和元年度 国土交通省土木工事標準積算基準書第Ⅰ編総則第２章工事費の積算を基に算定を行う。【算定式】※ Ｐ　＝　公共工事設計労務単価（昼間）※ 基準日額については以下の算定式に従って算出する。※超過時間＝8時間を超える作業時間設計労務単価== 1.125×P　+　P÷8×1.25×割増対象賃金比×超過時間作業時間については下記のとおりとする。＝ ＝ 11 ｈ＝ 1 ｈ＝ ＝ 2 ｈ＝ ＝ 10 ｈ③　冬期軌道巡回（３）－　15：00～17：00（実作業時間）　令和元年度 国土交通省土木工事標準積算基準書第Ⅰ編総則第２章工事費の積算を基に算定を行う。【算定式】※ Ｐ　＝　公共工事設計労務単価（昼間）※ 基準日額については以下の算定式に従って算出する。※超過時間＝8時間を超える作業時間設計労務単価== 1.125×P　+　P÷8×1.25×割増対象賃金比×超過時間作業時間については下記のとおりとする。＝ ＝ 13 ｈ＝ 1 ｈ＝ ＝ 2 ｈ＝ ＝ 12 ｈ休憩時間 (8:00～9:00)夜間割増時間 (4:00～6:00)１日の作業時間 13時間　－　１時間

１日の作業時間 11時間　－　１時間作業時間が4:00～17:00の作業
P×(昼間作業時間×1.0＋深夜作業時間×1.5)÷8　+　P÷8×1.25×割増対象賃金比×超過時間　
拘束時間 (4:00～17：00)

拘束時間 (4:00～15：00)休憩時間 (8:00～9:00)夜間割増時間 (4:00～6:00)

作業時間が4:00～15:00の作業
P×(昼間作業時間×1.0＋深夜作業時間×1.5)÷8　+　P÷8×1.25×割増対象賃金比×超過時間　
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④　除雪業務労務単価　・昼間作業(8：00～17：00）　 労務費の補正は行わない。・夜間作業(21：00～6：00）　 下記の通り、労務費の補正を行う。【算定式】※ Ｐ　＝　公共工事設計労務単価（昼間）※ 労務調整係数は、1.187を用いる。設計労務単価=⑤　積算に使用する札幌市資材単価、機械損料額について　資材単価については、　下記ホームページで公表されている。　札幌市資材単価公表アドレス：　http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/tanka/tanka.html　なお、本業務の積算にあたり使用する積算要領については、工事設計書閲覧コーナー（札幌市交通局庁舎４階）で公表している。５．業務の履行期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。６．業務従事者の資格　　業務従事者のうち１名以上は、軌道工事の経験を有する者とする。７．仕様書等の遵守　　本仕様書のほか、線路整備心得、線路施設整備マニュアル、線路施設検査マニュアル、軌道　敷内作業等事故防止マニュアル、札幌市土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。　線路整備心得、線路施設整備マニュアル、線路施設検査マニュアル、軌道敷作業等事故防止マ　ニュアルは業務契約締結後に配布するものとする。札幌市土木工事共通仕様書は札幌市財政局　工事管理室ホームページよりダウンロード可能である。８．業務の打合せ(1)　業務の打合せ(ｱ)　停留場清掃、軌道全般点検、ガードレール塗油、分岐器塗油及び分岐器総点検、 　軌道施設重点点検、分岐器除雪工については、午前９時までに委託者担当係員　 と打合せを行い、業務に関する指示等を受けること。

P　+　P　×（労務調整係数－1）×割増対象賃金比　
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(ｲ)　委託者担当係員が休日等により不在の場合は、運転管理室の当務者と打合せを行　 うこと。(2)　完了の報告　業務完了後は、委託者担当係員に完了の報告を行うこと。なお、委託者担当係員が休日等により不在の場合は、運転管理室の当務者に報告すること。９．異常発見時の対応　　業務中に異常を発見した場合は、ただちに委託者担当係員に報告し指示を受けるとともに　電車脱線などの重大事故の恐れがある場合は、走行中の電車を停止させるなどの措置を講ずる　こと。１０．支給品等の管理　　支給品等の提供を受けた場合は、十分注意して管理または使用すること。１１．休憩室等の提供１２．安全対策等　現場での業務は、一般車両及び電車等の通行に十分注意するとともに、必要に応じて安全施設及び交通誘導員を適正に配置すること。作業に従事するものは安全チョッキを身につけること。また、電車の接近は、交通誘導員による見張り及び運行ダイヤ等により確認し、作業時における安全を確保すること。業務により施設に損害を与えた場合は、速やかに原形に復旧すること。業務中の事故等については、受託者の責において解決すること。業務従事者は、利用客の誤解をまねかないよう言動に注意すること。業務従事者は、清潔な服装を着用し、利用客等に不快感を与えないよう配慮すること。業務従事者は、委託者発注業務の受託者であることを明確にするため、業務中は腕章を着用すること。(6) 腕  　　章  　　例路面電車軌道施設維持・除雪業務責任者 路面電車軌道施設維持除雪業務員会　　　社　　　名 会　　　社　　　名

(1)
(2)(3)(4)(5)

   業務従事者用として、休憩室、電気、水、及び暖房機器を無償で提供する。
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１３．業務主任の選任　業務履行にあたっては、その業務に係る作業現場に業務の責任者である業務主任を配置すること。業務主任は連続稼働を要する業種については常時作業現場に出勤可能な者を配置すること。また、断続する作業については適時配置するものとする。　業務主任は、輸送の安全確保に努めるとともに、その業務に係る技術、労務、工程及び安全の管理並びに作業場の風紀維持の管理業務を行うこと。　業務主任は、当該業務に係る判断力及び作業の指導等の総合的な能力を有するものを配置すること。　業務主任は、業務実施上発生する諸問題等に即対応できるものとし、不在の場合の代理人を予め届けておくこと。　業務主任は、工程の進捗状況等を適時担当係員に報告すること。　業務主任は、業務の中で補助者を定め、各部門の作業内容を常時把握させるとともに作業改善に努めなければならない。　業務主任等指定通知書には、経歴及び雇用関係を証明する書類を添付すること。１４．作業素質検査（クレペリン）検査について　次に該当する者は、業務着手前に委託者が実施する作業素質検査を受けること。　ア　業務主任　イ　業務主任以外で作業の指揮監督を行う業務員　ウ　単独で作業を行う業務員　エ　委託者が必要と認めた業務員　上記の者のうち次の項目に該当する者は、業務着手前の作業素質検査を免除する。　ア　委託者が実施する作業素質検査を、３年以内に受け合格した者。　イ　札幌市交通局の地下鉄整備関係における認定者制度において、作業素質　　検査を受け合格し、その証明となる書類を提出した者。なお、本業務履行期間中　　に認定者の資格を喪失し、新たに認定者の資格を取得した場合は、取得後にその　　証明となる書類を提出すること。 　提出書類の業務員名簿に記載される業務員は、1年以内に実施した教育考査により、各業務員が当業務に関する知識を保有していることを確認した者でなければならないものとする。　教育考査は委託者の指導により、受託者が行うこととするが、委託者の承認を得た内容で実施すること。　また、採点後、業務員全員の答案用紙を委託者に提出すること。

(6)(7)(1)
(2)
(3)
(4)

(1) 　なお、業務主任は、専ら当業務に従事する専任の者を配置すること。(2)(3)(4)(5)
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１５．保守要員の資格等　　保守要員は、直接雇用契約関係にある者でなければならない。また、出向社員及び契約　社員の場合は、出向社員にあっては出向契約書の写し、契約社員にあっては雇用契約書の　写しを提出し、委託者の承諾を得ること。この場合、契約期限が当該委託期間の終了前に　ある場合は認めない。さらに、出向社員及び契約社員は業務責任者としては認めず、両者　の人数は当該保守要員の概ね半数までとする。ただし、高年齢者雇用安定法による雇用等　により、従前から継続して雇用される出向社員及び契約社員は出向契約書及び雇用契約書　の期限を問わないものとする。　　なお、特殊作業における場合等、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。１６．提出書類業務着手届 業務主任等指定通知書、業務主任等経歴書を添付業務計画書 札幌市土木工事共通仕様書1-1-1-5 施工計画書に準じたもの作業日誌 作業日毎軌道関連施設点検結果報告書 作業日毎業務完了届 毎月提出支給品（貸与品）受領書支給品（貸与品）返納書　各測定及び点検 測定点検に基づく考察記録（緊急度等）を含む業務従事者名簿　氏名、年令、経歴を確認できるものを添付すること。恒常的雇用関係が確認できる書類（保険証の写し）等を添付すること。　なお、出向社員の場合は出向契約書の写しを提出し、契約社員の場合は雇用契約書の写しを添付すること。技術基準・実施基準等の周知結果報告書その他委託者担当係員が必要と認めたもの。１７．安全管理規程の遵守及び運輸安全管理の徹底について　受託者は安全第一の意識を持って、札幌市交通事業振興公社軌道運送事業安全管理規程で定める事項を遵守するとともに、輸送の安全を確保するため社内体制を整備のうえ、業務従事者にはこれを徹底させること。　受託者は、委託者の輸送事業に係る安全管理体制に積極的に協力をするとともに、輸送の安全を確保するため、委託者との密接な連携を図ること。
(1)(2)

(6)(7)(8)(9)
(10)(11)

(1)(2)(3)(4)(5)
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１８．法令遵守（コンプライアンス）の徹底　　受託業務の実施にあたっては、法令違反または不適切行為を防止するため法令及び作業　ルール等の遵守を徹底すること。１９．関係法令等の周知徹底について軌道建設規定・軌道運転規則・整備心得・整備マニュアル・ＪＩＳ等の周知について　管理者（現場管理者含む）、検査実施者（補助者除く）の全員に、軌道建設規定・軌道運転規則・整備心得・整備マニュアル・ＪＩＳ等の関係法令等を周知するものとする。また、一部を外部に委託（再委託）する場合も、委託先の管理者（現場管理者含む）、検査実施者（補助者除く）の全員に同様の周知をさせること。周知記録「技術基準・実施基準等の周知結果報告書」の提出について　周知の実施後は、会社名、契約件名、対象者の氏名及び役割（管理者、設計者、検査実施者）を明記し、日時・場所と具体的な周知内容、周知方法を記載した記録「技術基準・実施基準等の周知結果報告書」を作成し、委託者に速やかに提出すること。　また、再委託先の周知結果の報告についても、同様とする。業務に関して作成した記録は、受託者において保管（再受託先を含む）すること。周知の実施時期については、対象者がその業務を実施する前に行うこと。　２０．排出ガス対策型建設機械の使用　　本業務において以下に示す建設機械を使用する場合は、国土交通省「排出ガス対策型建設　機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械及び平成7年度建設技術評価制度　公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施され　た民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建　設機械を使用するものとする。　　ただし、道路運送車両法の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有　効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。　　業務主任は作業現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、委託者担当係員に提出　するものとする。なお、これにより難い場合は、委託者担当係員と協議するものとする。対　象　機　械 型　　　　　式 備　　　　　　　　　　　　　　考ホイールローダ 　ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5ｋｗ(タイヤショベル） 以上 260ｋｗ以下）を搭載した建設機械に限る。ただし，道路運送車両法による排ガス規制を受けている建設機械は除く。

(1)
(2)
(3)(4)
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　２１．委託期間中の体制について(1)　平日・休日等においても時間を問わずに対応可能な体制で臨むため、各作業に対する安全責任者・作業責任者を選出し、指示系統を確立すること。(2)　委託者担当係員と上記各責任者は、常に連絡を取れる手法を講じること。(3)　各作業の実施については、委託者からの指示、または受託者の巡回等により行い、当然の事ながら天候状況次第であるので、全ての状況悪化前の危機回避措置と理解すること。(4)　当業務における除雪作業は軌道施設の除雪であり、安全確保のため極めて重要な業務であることから、当業務の委託期間中は次の人員及び重機を作業時に必ず確保できるように準備すること。（※厳守）　また、天候状況によっては人員を増員して対応にあたること。ア.　分岐器除雪 ・・・ 作業員2人イ.　その他の作業 ・・・ 作業員5人、タイヤショベル2台、運転手2人　その他排雪等で必要な上記以外の重機（トラック等）、運転手については作業状況に応じて準備すること。タイヤショベルは1.4～2.0㎥級を主として使用すること。ただし、作業状況に応じて1.4～2.0㎥級以外のタイヤショベルを使用する場合は委託者担当係員と協議のうえ使用すること。　２２．付近沿線住民対応等について　付近沿線住民とのトラブルは絶対に避けるよう、関係者全員に周知徹底をはかること。作業中、事故・トラブルがあった場合は、直ちに委託者へ報告し、同時に安全責認者任者・作業責任者が、適切かつ速やかに対応すること。　２３．業務代金の支払い　　毎月業務終了後に受託者が業務完了届を提出し、委託者が行う検査に合格した後、支払う　　なお、分割払いにより１円未満の端数が生じた場合は、最終回（12回目）で調整すること　とする。①夏季・冬期軌道巡回に係る委託料 ②軌道施設除排雪作業に係る委託料
　２４．その他　　業務にあたって疑義が生じた場合は、 委託者担当係員と協議すること。9月 〃 3月 〃 9月 - 3月 〃- 2月 〃6月 〃 12月 ①委託料の13% 6月8月 〃 2月 〃 8月 - 12月 ②委託料の25%7月 〃 1月 〃 7月 - 1月 〃5月 〃 11月 〃 5月 - 11月 -4月 ①委託料の6% 10月 〃 4月 - 10月 -

　こととする。
月 割合 月 割合 月 割合 月 割合

14



２５．札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力（別添「環境方針」参照）　　　受託者は本市環境マネジメントシステムに合致する形で業務を遂行すること。  ⑴　電車事業所庁舎等の使用にあたっては、節電、節水、各エネルギーの節約に努めること。　⑵  ごみの減量、資源物のリサイクルに努めること。  ⑶　使用する物品は、できるだけ環境に配慮したものを使用すること。  ⑷  業務上使用する自動車については、環境に与える負荷の少ない運転を心掛けること。

15



業務委託－第５号様式 

 

 

 

業務着手届 

 

  年  月  日   

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 

理 事 長   藤 井  透      

 

住 所 

受託者  会社名 

代表者               印 

 

 

 

 

業務名                              

 

 

 

 

上記業務は、     年   月   日に着手したのでお届けします。 

 

 



業務委託－第７号様式 

 

業務主任経歴書 

 
 

  業務名                              

 

業務主任（氏名）                 （    歳） 

 

 

１ 職歴、法令による免許、資格 

取 得 年 月 日 免 許 ・ 資 格 

  

  

  

 

 ２ 最近の主な業務経歴 
 

履 行 期 間 業 務 内 容 発注者 

   

   

   

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

     年   月   日 

 

住 所 

受託者  会社名 

代表者               印 



　　一般財団法人札幌市交通事業振興公社

　　　　理事長　　　　藤　井　　透　様

受託者

　（一財）札幌市交通事業振興公社　路面電車部　線路施設係　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　　　

係

作　　　業　　　日　　　誌

　　令和　　　年　　　月　　　日

住 所

氏 名

業務主任

　　　下記のとおり、作業を実施しましたので報告します。

記

業 務 名 路 面 電 車 軌 道 施 設 維 持 ・ 除 雪 業 務

履 行 期 間 令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

作 業 月 日 令和　　　年　　　月　　　日　（　　）

項　　　　　目 単 位 数　　量 当月累計数量 作　業　者　　　氏　名　

夏季軌道巡回（1） 日

夏季軌道巡回（2） 〃

業　務　履　行　確　認　欄

上記のとおり、作業日誌の提出がありましたので履行を確認しました。

 【　実施結果　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
【実施結果：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】



　　令和　　年　　月　　日

　　　一般財団法人札幌市交通事業振興公社
　　　　理事長　　　　藤　井　　透　様

住　所
氏　名
業務主任

　　　　
　　　　令和　　年　　月　　日　　　～　　　令和　　年　　月　　日

No

　　　　　上記のとおり、作業日誌の提出がありましたので、履行を確認しました。

                        （一財）札幌市交通事業振興公社　 路面電車部　線路施設係　氏名　　 　　　　　印

　　受託者

備　　　　　考

　路　面　電　車　軌 道　施　設　維　持　・　除　雪　業　務

19

20 交通誘導員(B) 時間

21 交通誘導員(B) 時間

人力除雪工 昼間　平坦部 ㎥人力

16

17

18

工場屋根雪下し排雪工
昼間　人力併用　4ｔ普通ﾄﾗｯｸ

㎥1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

ﾚｰﾙ面焼砂散布工 時間

ﾂﾗﾗ処理工 箇所

夜間　2t普通ﾄﾗｯｸ

昼間　高所作業車

14

15

構内排雪工
昼間　機械作業　4t普通ﾄﾗｯｸ

回1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

雪堆積場排雪工
昼間　機械作業 10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

回2.1㎥以上ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

12

13

入庫線ピット排雪工 昼間　人力併用 回1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

構内除雪工 夜間　人力併用 回1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

9

11

10

軌道敷除雪工(2) 夜間　人力併用 時間1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

入庫線ピット除雪工 回

回都心線緊急除排雪工
夜間　機械作業　4t普通ﾄﾗｯｸ

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

昼間　人力

7

8

停留所上屋雪下し排雪工 夜間　人力併用 箇所1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

軌道敷除雪工(1) 昼間　人力併用 時間1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

5

6

停留所周囲除雪工(2) 夜間　人力併用 時間1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

停留所周囲排雪工
夜間　機械作業　4t普通ﾄﾗｯｸ

箇所1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

2 冬季軌道巡回(2) 日

4

3 冬季軌道巡回(3) 回

停留所周囲除雪工(1) 昼間　人力併用 時間1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

22 各停留場砂袋設置・撤去工

1 冬季軌道巡回(1) 日

　　　　令和　　年　　月　　日に下記のとおり，作業を実施しましたので報告いたします。

記

業 務 名

業 務 履 行 期 間

種　　　　　別 規 格 ・ 形 質 単位 先月迄 当   日 当月計 累    計

業　 務　履 　行 　確 　認　 欄

　【実施結果：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

作　　業　　日　　誌

補充日 撤去日

凍結防止剤散布

凍結防止剤散布

凍結防止剤散布

昼間

夜間

人力・2ｔトラック 設置日



軌道関連施設点検結果報告書

作  業  実  施  日 令　和　　　年　　　月　　　日 点 検 者

点 検 対 象 点 検 項 目 点 検 内 容 点検周期 点 検 結 果

軌道施設

レール 異常の有無 1回/日

輪縁路 幅及び深さ 1回/日

障害物 障害物の有無 1回/日

舗装 破損、陥没、凍上の有無 1回/日

線路施設 異常の有無 1回/日

清掃 ゴミ等の散乱 1回/日

分岐器（トングレール） 密着状態 1回/日

ポイントヒーター（冬期） 融雪状況 1回/日

停留場設備

ロードヒーティング（冬期） 融雪状況 1回/日

クッションドラム 破損、位置ずれ、輝度 1回/日

上屋 損傷の有無 1回/日

フェンス類 損傷の有無 1回/日

防護柵等 損傷・溶接部亀裂の有無 1回/日

軌道施設

分岐器（ヒール部） 食い違い、段違いの有無 1回/週

分岐器（スプリング部） スプリング圧 1回/週

分岐器（ボルト類） ボルトの緩み 1回/週

側面ガラス ひび割れの有無 1回/週

受電ポール 塗装の剥離 1回/週

側面ガラス 損傷の有無 1回/日

1回/週

フェンス類 塗装の剥離 1回/週

防護柵等 塗装の剥離 1回/週

排水設備 鉄蓋類 がたつき、露出の有無 1回/週

備　考

Ｌ型擁壁 破損・腐食、防護鉄板の剥離 1回/週

発光器類 破損の有無、光度 1回/週

停留場設備

インターロッキング、
舗装ブロック類

破損、段差の有無 1回/週

上屋 塗装の剥離



一般財団法人札幌市交通事業振興公社

支 給 品 （ 貸 与 品 ） 受 領 書

令和　　　年　　　月　　　　日

　理事長　　　　　藤　井　　透　様

住　所

受　託　者 氏　名

業務主任

下記のとおり受領しました。

業         務         名

受 領 （貸 与） 場 所

保     管     場     所

品　　　　　名 規　格 ・ 形　質 単　位 数　　　量 備　　　　　考



一般財団法人札幌市交通事業振興公社

　　受領者　（一財）札幌市交通事業振興公社　路面電車部　線路施設係　　氏名

支 給 品 （ 貸 与 品 ） 返 納 書

令和　　　年　　　月　　　日

　理事長　　　　藤　井　　透　様

住　所

受　託　者 氏　名

業務主任

下記のとおり返納しました。

業         務         名

返     納     場     所

品　　　　　名 規　格 ・ 形　質 単　位 数　　　量 備　　　　　考



業務委託－第９号様式 

業 務 完 了 届 

 

   年   月   日 

  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 

  理 事 長  藤井 透  様 

      住所 

  受託者 会社名 

      代表者名             印  

                 

 業務名                                    

 上記業務は、   年  月  日に完了いたしましたのでお届けします。 

受 付 年  月  日 
 完了を確認した職員 

 (氏名)                 印 

課長 係長 主任 係 この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ、   

年 月 日に検査を実施してよろしいでしょうか。 

 

   検査員                 印 

    

課長 係長 主任 係 
業務完了検査報告書 

年  月  日 

 

検査員                 印 

 

立会人                  印 

    

 

 上記業務の検査結果は、次のとおりであったので報告いたします。 

請 負 代 金 額   円（税込） 契 約 年 月 日 年  月  日 

着 手 年 月 日   年   月   日 完 了 年 月 日   年    月    日 

検 査 年 月 日   年   月   日 検 査 結 果 □ 合格  □ 不合格 

備     考 

 

 



工　種 ／ 種　別 ／ 細　別単位数量 単価 金額 摘　要

業務価格

軌道巡回 式 1 第１号内訳書

軌道施設除排雪作業 式 1 第2号内訳書

安全費 (交通誘導員) 式 1

直接業務費計

共通仮設費 式 1

純業務費 　

現場管理費 式 1

業務原価 　

一般管理費 式 1

業務価格 　

消費税等相当額 10.00% 式 1

業務委託費

　業　務　委　託　費　内　訳　書

第3号内訳書



一金 円名　　称 形 質 単位 金　　額 摘　　要夏季軌道巡回(1) 日 215 単価算出調書　№1夏季軌道巡回(2) 日 36 単価算出調書　№2日 98 単価算出調書　№3日 16 単価算出調書　№4回 10 単価算出調書　№5

合計

第　1　号内訳書数　　量 単　価作業時間4:00～13:00作業時間4:00～13:00
冬季軌道巡回(2) 作業時間4:00～15:00凍結防止剤散布冬季軌道巡回(3) 作業時間15:00～17:00凍結防止剤散布

軌道巡回内訳書軌道巡回内訳書軌道巡回内訳書軌道巡回内訳書

冬季軌道巡回(1) 作業時間4:00～15:00凍結防止剤散布



一金 円

名　　称 形 質 単位 金　　額 摘　　要

時間 230 単価算出調書　№6

時間 130 単価算出調書　№7

箇所 110 単価算出調書　№8

箇所 15 単価算出調書　№9

時間 4 単価算出調書　№10

時間 2 単価算出調書　№11

都心線緊急除排雪工 回 1 単価算出調書　№12

回 53 単価算出調書　№13

回 14 単価算出調書　№14

回 25 単価算出調書　№15

回 24 単価算出調書　№16

回 4 単価算出調書　№17

㎥ 1,000 単価算出調書　№18

時間 1 単価算出調書　№19

箇所 23 単価算出調書　№20

㎡ 100 単価算出調書　№21

ｼｰｽﾞﾝ 1 単価算出調書　№22

合計

雪堆積場排雪工
昼間　機械作業 10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

2.1㎥以上ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

工場屋根
雪下し排雪工

昼間　人力併用

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ　4ｔﾄﾗｯｸ

構内除雪工
夜間　人力併用　誘導員あり

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

構内排雪工
昼間　機械作業　誘導員あり

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ　4ｔﾄﾗｯｸ

入庫線ﾋﾟｯﾄ排雪工
昼間　人力併用

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

入庫線ﾋﾟｯﾄ除雪工
昼間　人力

軌道施設除排雪作業内訳書

第　2　号内訳書

数　　量 単　価

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

軌道敷除雪工(1)
昼間　人力併用

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

停留場周囲
排雪工

夜間　機械作業　4t普通ﾄﾗｯｸ

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

停留場上屋雪
下し排雪工

夜間　人力併用　4t普通ﾄﾗｯｸ

高所作業車

軌道敷除雪工(2)
夜間　人力併用

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

停留場周囲
除雪工(1)

昼間　人力併用

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

停留場周囲
除雪工(2)

夜間　機械作業　4t普通ﾄﾗｯｸ

夜間　人力併用

1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ

ﾂﾗﾗ処理工
昼間　高所作業車

ﾚｰﾙ面焼砂
散布工

夜間　2t普通ﾄﾗｯｸ

人力除雪工
昼間　平坦部　人力

各停留場砂袋
設置・撤去工

昼間　2t普通ﾄﾗｯｸ



一金 円

名　　称 形 質 単位 金　　額 摘　　要

人 45 単価算出調書　№52

人 29 単価算出調書　№52

合計

安全費内訳書

第　3　号内訳書

数　　量 単　価

交通誘導員B
夜間

交通誘導員B
昼間



番号 細　　目 単位(作業時間4:00～13:00) 停留場清掃 1 回 × 円 = 円1 夏季軌道巡回(1) 日 円 軌道全般点検 1 回 × 円 = 円ガードレール塗油 1 回 × 円 = 円分岐器塗油 1 回 × 円 = 円巡回車（ライトバン） 0.60 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円(作業時間4:00～13:00) 停留場清掃 1 回 × 円 = 円2 夏季軌道巡回(2) 日 円 ガードレール塗油 1 回 × 円 = 円分岐器塗油 1 回 × 円 = 円分岐器総点検 1 回 × 円 = 円軌道施設重点点検 1 回 × 円 = 円巡回車（ライトバン） 1.90 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円(作業時間4:00～15:00) 停留場清掃 1 回 × 円 = 円冬季軌道巡回(1) 日 円 軌道全般点検 1 回 × 円 = 円凍結防止剤散布 分岐器除雪工 3 回 × 円 = 円巡回車（ライトバン） 1.50 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円(作業時間4:00～15:00) 停留場清掃 1 回 × 円 = 円冬季軌道巡回(2) 日 円 軌道施設重点点検 1 回 × 円 = 円凍結防止剤散布 分岐器総点検 1 回 × 円 = 円分岐器除雪工 3 回 × 円 = 円巡回車（ライトバン） 2.20 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円(作業時間15:00～17:00) 分岐器除雪工 1 回 × 円 = 円冬季軌道巡回(3) 回 円 巡回車（ライトバン） 0.30 時間 × 円 = 円凍結防止剤散布 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円停留場周囲除雪工(1) ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 1.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.38昼間 人力併用 時間 円 普通作業員 0.50 人 × 円 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円停留場周囲除雪工(2) ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 1.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.39夜間 人力併用 時間 円 普通作業員 0.50 人 × 円 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円停留場周囲排雪工 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 0.20 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.39夜間 機械作業 箇所 円 4t普通ﾄﾗｯｸ運転 1.60 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.47４ｔ普通ﾄﾗｯｸ　1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円停留場上屋雪下し ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 0.10 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.39排雪工 箇所 円 4t普通ﾄﾗｯｸ運転 1.10 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.47夜間　人力併用 高所作業車運転 1.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.514ｔ普通ﾄﾗｯｸ 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円高所作業車 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円

摘　　要
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単　　価 算　　出　　の　　基　　礎
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番号 細　　目 単位軌道敷除雪工(1) ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 1.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.38昼間 人力併用 時間 円 普通作業員 0.50 人 × 円 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円軌道敷除雪工(2) ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 1.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.39夜間 人力併用 時間 円 普通作業員 0.50 人 × 円 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円都心線緊急除排雪工 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 6.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.39夜間　機械作業 回 円 4t普通ﾄﾗｯｸ運転 6.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.474t普通トラック　1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円入庫線ﾋﾟｯﾄ除雪工 回 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円昼間　人力 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円入庫線ﾋﾟｯﾄ排雪工 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 1.70 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.40昼間 人力併用 回 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円構内除雪工 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 3.10 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.41夜間 人力併用 回 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円誘導員あり 普通作業員（誘導） 0.40 人 × 円 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円構内排雪工 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 5.90 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.40昼間 機械作業 回 円 4t普通ﾄﾗｯｸ運転 17.10 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.46４ｔ普通ﾄﾗｯｸ　1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 普通作業員（誘導） 0.70 人 × 円 = 円誘導員あり 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円雪堆積場排雪工 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 14.10 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.42昼間 機械作業 回 円 10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 40.50 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.4810ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2.1㎥以上ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円工場屋根雪下ろし 普通作業員 0.30 人 × 円 = 円排雪工 ㎥ 円 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転 0.10 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.40昼間 人力併用　 4t普通ﾄﾗｯｸ運転 0.30 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.46４ｔ普通ﾄﾗｯｸ 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円1.4～2.0㎥ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 計 円 /10㎥（1㎥あたり） 円ﾚｰﾙ面焼砂散布工 普通作業員 0.30 人 × 円 = 円夜間 2ｔ普通ﾄﾗｯｸ 時間 円 2t普通ﾄﾗｯｸ運転費 1.00 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.45諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円ﾂﾗﾗ処理工 普通作業員 2.00 人 × 円 = 円高所作業車 箇所 円 高所作業車運転費 5.20 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.50　（8～9ｍ） 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円昼間 計 円 /15箇所1箇所あたり 円
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番号 細　　目 単位人力除雪工 普通作業員 1.00 人 × 円 = 円昼間 平坦部　人力 ㎡ 円 計 円 /200㎡(1㎡あたり) 円各停留場砂袋 普通作業員 0.40 人 × 円 = 円設置・撤去工 2t普通ﾄﾗｯｸ運転費 3.80 時間 × 円 = 円 単価算出調書No.44昼間 諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円(作業時間4:00～13:00) 普通作業員 0.60 人 × 円 = 円 労務費×1％23 停留場清掃 回 円 諸雑費（率+まるめ） 1 式 円 = 円計 円(作業時間4:00～15:00) 普通作業員 0.60 人 × 円 = 円 労務費×1％24 停留場清掃 回 円 諸雑費（率+まるめ） 1 式 円 = 円計 円(作業時間4:00～13:00) 軌道工 0.08 人 × 円 = 円25 軌道全般点検 回 円 計 円(作業時間4:00～15:00) 軌道工 0.08 人 × 円 = 円26 軌道全般点検 回 円 計 円(作業時間4:00～13:00) 普通作業員 0.10 人 × 円 = 円 労務費×34％27 ガードレール塗油 回 円 諸雑費（率+まるめ） 1 式 円 = 円計 円(作業時間4:00～13:00) 軌道工 0.20 人 × 円 = 円 労務費×6％28 分岐器塗油 回 円 諸雑費（率+まるめ） 1 式 円 = 円計 円(作業時間4:00～13:00) 軌道工 0.30 人 × 円 = 円29 分岐器総点検 回 円 普通作業員 0.30 人 × 円 = 円計 円(作業時間4:00～15:00) 軌道工 0.30 人 × 円 = 円30 分岐器総点検 回 円 普通作業員 0.30 人 × 円 = 円計 円(作業時間4:00～13:00) 軌道工 0.20 人 × 円 = 円31 軌道施設重点点検 回 円 特殊作業員 0.70 人 × 円 = 円計 円(作業時間4:00～15:00) 軌道工 0.20 人 × 円 = 円32 軌道施設重点点検 回 円 特殊作業員 0.70 人 × 円 = 円計 円(作業時間4:00～15:00) 軌道工 0.20 人 × 円 = 円分岐器除雪工 回 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円凍結防止剤散布 凍結防止剤(25kg袋) 12.4 kg × 円 = 円 R2.2 積算資料 P.339計 円(作業時間4:00～17:00) 軌道工 0.20 人 × 円 = 円分岐器除雪工 回 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円凍結防止剤散布 凍結防止剤(25kg袋) 12.4 kg × 円 = 円 R2.2 積算資料 P.339計 円(作業時間4:00～13:00) 一般運転手 0.25 人 × 円 = 円35 巡回車（ﾗｲﾄﾊﾞﾝ） 時間 円 ｶﾞｿﾘﾝ（ﾚｷﾞｭﾗｰ) 2.6 l × 円 = 円運転費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（1500㏄） 1.0 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円

円ｼｰｽﾞﾝ2122
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番号 細　　目 単位(作業時間4:00～15:00) 一般運転手 0.25 人 × 円 = 円巡回車（ﾗｲﾄﾊﾞﾝ） 時間 円 ｶﾞｿﾘﾝ（ﾚｷﾞｭﾗｰ) 2.6 l × 円 = 円運転費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（1500㏄） 1.0 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円(作業時間4:00～17:00) 一般運転手 0.25 人 × 円 = 円巡回車（ﾗｲﾄﾊﾞﾝ） 時間 円 ｶﾞｿﾘﾝ（ﾚｷﾞｭﾗｰ) 2.6 l × 円 = 円運転費 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ（1500㏄） 1.0 時間 × 円 = 円諸雑費(まるめ) 1 式 = 円計 円ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転費 特殊運転手 0.20 人 × 円 = 円昼間 1.4～2.0㎥ 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ 時間 軽油 9.60 l × 円 = 円業持車 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ損料 1.00 時間 × 円 = 円助手あり ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損料 1.00 時間 × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ損料 1.00 時間 × 円 = 円計 円ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転費 特殊運転手 0.20 人 × 円 = 円夜間 1.4～2.0㎥ 円 普通作業員 0.20 人 × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ 時間 軽油 9.60 l × 円 = 円業持車 ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ損料 1.00 時間 × 円 = 円助手あり ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損料 1.00 時間 × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ損料 1.00 時間 × 円 = 円計 円ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転費 特殊運転手 0.20 人 × 円 = 円昼間 1.4～2.0㎥ 時間 円 軽油 9.60 l × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損料 1.0 時間 × 円 = 円助手なし ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転費 特殊運転手 0.20 人 × 円 = 円夜間 1.4～2.0㎥ 時間 円 軽油 9.60 l × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損料 1.0 時間 × 円 = 円助手なし ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転費 特殊運転手 0.15 人 × 円 = 円2.1㎥以上ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 時間 円 軽油 14.0 l × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損料 1.0 時間 × 円 = 円昼間 ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ運転費 特殊運転手 0.15 人 × 円 = 円2.1㎥以上ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 時間 円 軽油 14.0 l × 円 = 円ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損料 1.0 時間 × 円 = 円夜間 ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円
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番号 細　　目 単位2t普通ﾄﾗｯｸ運転費 一般運転手 0.21 人 × 円 = 円昼間 時間 円 軽油 4.2 l × 円 = 円業持車 2tﾄﾗｯｸ損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円2t普通ﾄﾗｯｸ運転費 一般運転手 0.21 人 × 円 = 円夜間 時間 円 軽油 4.2 l × 円 = 円業持車 2tﾄﾗｯｸ損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円4t普通ﾄﾗｯｸ運転費 一般運転手 0.21 人 × 円 = 円運搬排雪 時間 円 軽油 5.9 l × 円 = 円昼間 4tﾄﾗｯｸ損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 計 円4t普通ﾄﾗｯｸ運転費 一般運転手 0.21 人 × 円 = 円運搬排雪 時間 円 軽油 5.9 l × 円 = 円夜間 4tﾄﾗｯｸ損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 計 円10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 一般運転手 0.17 人 × 円 = 円運搬排雪 時間 円 軽油 11.0 l × 円 = 円昼間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料 1.0 時間 × 円 = 円業持車 側板損料 1.0 時間 × 円 = 円防音装置 1.0 時間 × 円 = 円計 円10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 一般運転手 0.17 人 × 円 = 円夜間 時間 円 軽油 11.0 l × 円 = 円業持車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t損料 1.0 時間 × 円 = 円側板損料 1.0 時間 × 円 = 円防音装置 1.0 時間 × 円 = 円計 円高所作業車 一般運転手 0.19 人 × 円 = 円昼間　（ 8～9m） 時間 円 軽油 4.2 l × 円 = 円業持車 高所作業車損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円高所作業車 一般運転手 0.19 人 × 円 = 円夜間 　（8～9m） 時間 円 軽油 4.2 l × 円 = 円業持車 高所作業車損料 1.0 時間 × 円 = 円計 円安全費 (昼)交通誘導員(B) 45.00 人 × 円 = 円(交通誘導員) 式 円 (夜)交通誘導員(B) 29.00 人 × 円 = 円計 円
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

※別途、ダンプトラック確保に係る費用として、営繕費を補正係数1％分計上している。

 労務者の輸送に要する費用 ○

 現場事務所、試験室等の営繕に要する費用 ○

 労働者宿舎の営繕に要する費用

 適用項目による補正  24項目中12項目適用＝12/24=0.5=50% 51.0%

 営繕費に係る敷地の借上費用 ○

計 12

 営繕費

○

 倉庫及び材料保管場の営繕に要する費用 ○

 役務費
 土地の借上げに要する費用 ×

 電力、用水等の基本料 ×

 技術管理費

 品質管理のための試験等に要する費用 ×

 出来形管理のための測量等に要する費用 ○

 工程管理のための資料の作成に要する費用 ×

 その他、技術管理上必要な資料の作成に要する費用 ○

安全費

 安全施設等に要する費用 ○

 安全管理等に要する費用 ○

 上記以外に工事施工上必要な安全対策等に要する費用 ○

 伐開、整地及び除草に要する費用 ×

10  事業損失防止施設費

 工事施工に伴って発生する騒音、 地盤沈下、 地下水の断

× 絶等の事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費

 準備費

 準備及び跡片付けに要する費用 ○

 調査に要する費用 ○

 測量、丁張り等に要する費用 ×

 、 撤去費及び、 当該施設の維持管理等に要する費用

諸　経　費　補　正　率　算　出　調　書

１　共通仮設費率 （一般道路部）の補正

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容 適　用 備　　　考

 運搬費
 機械器具の運搬に要する費用 ×

 現場内における機材の運搬に要する費用 ×

 イメージアップ経費

 仮設費、安全施設、営繕施設の美装化に要する費用 ×

 その他イメージアップとして実施する項目の費用 ×

 イメージアップの実施に伴う土地等の借上げに要する費用 ×



No

1

2

3

4

5

8

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 適用項目による補正  24項目中16項目適用＝16/24≒0.67 67.0%

雑費  その他上記に属さない諸費用 ○

計 16

外注経費  工事を専門業者等に外注する場合に必要となる経費 ×

工事登録等に要する費用 工事実績の登録等に要する費用 ×

 補償費
 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補償費 ○

 騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費 ×

 交際費  現場における来客等の応対に要する費用 ×

 事務用品費

 事務用消耗品の購入費 ○

 新聞の購入費 ×

 参考図書等の購入費 ×

14  福利厚生費
 現場従業員に係る慰安娯楽、被服貸与、医療、慶弔見舞

○
 等福利厚生、文化活動等に要する費用

 通信交通費  通信費、交通費及び旅費 ○

13  法定福利費

 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保

○ 険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに

 建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額

 従業員給料手当  現場従業員の給料、諸手当及び賞与 ○

 租税公課  固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課 ○

 退職金  現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 ○

○

9
 保険料

 自動車保険料、工事保険、法定外の労災保険、その他の
○

 損害保険の保険料

7  安全訓練等に要する費用
 現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等

○
 に要する費用

 組立保険、火災保険等の保険料 ×

6
 労災保険法等による給付以外に災害時に事業主が負担

○
 する費用

 賃金以外の食事に要する費用 ×

 通勤等に要する費用 ○

 労務管理費

 募集及び解散に要する費用 ○

 慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ○

 作業用具及び作業用被服の費用

２　現場管理費率 （一般道路部）の補正

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　容 適　用 備　　　考



単価
番号 名　　称 単位 単　価 算 出 基 礎

諸経費率（Kr） = Kｒ = × = ％

諸経費率（Kr） = Kｒ = × =

共通仮設費 対象額 円

（道路維持工事） 諸経費率 = ≒

諸経費 = × = 円 ≒ 円

諸経費率（Jo） = Jo = × = ％

諸経費率（Jo） = Jo＝ × =

現場管理費 対象額 円

（道路維持工事） 諸経費率 ≒

諸経費＝ × = 円 ≒ 円

諸経費率（Gp）= Gp = ％

諸経費率（Gp）= Gp＝（ )× =

一般管理費 対象額 円

諸経費率 ≒

諸経費＝ × = 円 ≒ 円

3 式

↓ 適用項目による補正 ×log対象額+

（別紙参照）

↓ 適用項目による補正 ×対象額

2 式

（別紙参照）

（別紙参照）

↓ 適用項目による補正 ×対象額

諸　　経　　費　　率　　算　　出　　調　　書

形　質

1 式



 　１条線

　 　　　

1
□　□ □ □ □   　□　 □　   　□ 　　　□   　□    □ □　□

西15丁目

□ 狸小路

□

□

西線６条 □

     西線９条
旭山公園通

□

□

□

西線11条 7

8

□

西線14条

□ □

□

西線16条 9

□

□

ﾛｰﾌﾟｳｪｲ入口

□

□

電車事業所前

　□ □ □ 　 　□　  　　□ 　　□　 □ 　  □ □ □

軌　道　路　線　図

山鼻西線 １条線 都心線

3
　　　　　中央区役所前 　　　　　西8丁目 西4丁目

□　　　 □　□

↑

 □
 ×
38

↓

4 2

5

6 資生館小学校前 すすきの

□
 □     □   　 □

□

　
□

 □
 □

 □

23

22 山鼻線 都心線

東本願寺前

□

□
  　

□

山鼻９条

凡　　　　　　　例 21 中島公園通

□
□

 □
 □

 □

□ 　排水溝設置箇所（107箇所）

□
 □

□
山鼻19条

　分岐器設置箇所
20

停留場
行啓通

19 □
 □ 18

□
□ 静修学園前

10

□

①（電気） 12　14

17□
 □ 16

幌南小学校前

11 13 15
中央図書館前 石山通 　　　　　東屯田通

 山鼻西線 　　 　 　山鼻線

□

標識付

手動転轍機

電気転轍機

電気転轍機

発条式転轍機

発条式転轍機

－すすきの分岐器拡大図－

24 26

25②（電気）
③（電気）

待避線



 

 

環 境 方 針 

 
 
１ 基本理念 

札幌市役所は、市内で最大規模の事業者として、また、市民や事業者の先導役となるべく、

環境マネジメントシステムを活用し、エネルギー使用量やエネルギー経費等の削減に継続して

努めてきました。 

一大消費都市である札幌市は、多くのエネルギーや生物資源を消費することから、地球環境

への負荷を継続的に低減していくためには、すべての市民や事業者の皆様の理解とそれぞれの

ライフスタイルや事業活動の見直しなどの具体的な行動が必要です。 

私は、積雪寒冷地である札幌の地域特性を踏まえた省エネ技術や再生可能エネルギーを積極

的に活用し、環境マネジメントシステムの継続的改善を図ることにより、全庁一丸となって、

札幌市役所の事務事業に伴うエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量を着実に削減していき

ます。 

また、市民、企業、行政の総力である「市民力」を結集し、低炭素型のまちづくりや、生物

多様性の保全に取り組むことで、自然と共生する快適な都市「環境首都・札幌」、さらには、「魅

力と活力にあふれた暮らしやすい街」さっぽろの実現を目指してまいります。 

 

２ 環境保全行動への基本方針 

全ての部局は、所管する事務事業について、環境に関する法令を遵守することはもとより、

環境配慮の取組を推進し、特に以下の項目に重点的に取り組むことにより、環境への負荷を継

続的に低減し、まちの魅力を向上させます。 

 

１ 省エネルギーの取組及び新エネルギーの導入を推進します。 

２ 廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化を推進します。 

３ 環境負荷の少ない製品やサービスの利用を推進します。 

４ 事務事業のみならず、公共工事・委託業務における環境負荷を低減します。 

５ 環境問題に関する啓発・教育活動を推進します。 

６ 生物多様性の保全に向けた取組を推進します。 

７ 環境保全の取組をすすめ、地域経済の発展につなげていきます。 

    

この環境方針及び環境活動の成果は、市民に公表するとともに、市民からの意見を市政運営 

 に反映させていきます。 

 

平成２７年９月１日 

札幌市長 秋元 克広 
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